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千葉市入札適正化・苦情検討委員会の審議について  

 

 

 千葉市入札適正化・苦情検討委員会は、平成２４年度発注工事について千葉市

の入札及び契約に係る事務における公平性の確保並びに客観性及び透明性の向上

を図るための審議を行ったので、下記のとおり結果を報告する。 

 

記 

  

１ 審議対象 

  千葉市が発注した工事に関し、入札・契約手続の運用状況及び入札・契約制

度の改善状況等の報告を受け、一般競争入札の入札参加資格設定理由、指名競

争入札の指名理由及び随意契約の相手方の選定理由等について審議した。 

 

２ 審議経過及び審議結果 

平成２４年度中に本委員会を次のとおり開催し、千葉市から入札及び契約手

続の運用状況等や抽出案件の説明を受け慎重に審議を行った結果、入札及び契

約に係る事務は、適正に処理されていることが認められた。 

 

平成２４年７月３日   平成２４年度第１回委員会 審議案件 ６件 

平成２４年８月３１日  平成２４年度第２回委員会 審議案件 ６件 

平成２４年１１月２０日 平成２４年度第３回委員会 審議案件 ６件 

平成２５年２月１５日  平成２４年度第４回委員会 審議案件 ５件 

 

３ 意見 

  委員会は、平成２４年度中で各委員により抽出された案件計２３件の審議を

行ってきたが、内容について特に問題は見当たらなかった。また、当委員会の

審議内容を十分踏まえたうえで、千葉市が様々な入札・契約制度の改善に積極

的に取り組んでいることは評価できる。 

  しかしながら、入札制度は、その時々の社会情勢及び経済事情に影響され得

るものであり、経済実態の変化に適合させるため、今後も、制度変更を行うこ

とは合理的なことである。 

  ただ、その場合であっても、新しい制度が公正性・透明性・競争性の確保な

ど、入札制度の目的が達成されているかについて、常に検証がなされなければ

ならない。 

 とくに、今年度の審議結果において、共同企業体施工については、単独施工

とする場合に比べ、入札参加業者数が相対的に少なく競争性の確保に課題があ

ること、また、共同企業体を結成するための業者間での話し合いが結果として



談合の誘因になりかねないという側面がある。よって、技術移転や技術力の結

集、受注機会の確保といった共同企業体施工の意義を踏まえた上で、発注基準

の見直しを含めた共同企業体施工のあり方について、なお検討する必要がある。 

また、低入札価格調査制度における調査対象者に対する調査項目あるいは調

査方法、また低入札価格調査制度対象となる設計金額が妥当なものであるのか

更なる検討に努められたい。 
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